
一般事業主行動計画書 

 

東京東病院では「次世代育成支援対策推進法」に基づき、全職員が働きやすく、十分に能力

が発揮できるよう、次の行動計画を策定しました。 

 

期間：令和２年６月２２日 ～ 令和７年３月３１日 

 

【 育児と労働の両立に対する為の取り組み 】 

・該当者への日常生活、今後の業務への不安等の聞き取りを実施。 

・過去に類似した項目が起きていた場合の対応内容伝達、及び話し合いの実施。 

 

【 こどもの看護等にかかる時間単位の休暇取得への取り組み 】 

・該当者と面談の上、希望に添う休暇取得への対応の実施。 

 

【 所定外労働削減の為の取り組み 】 

・所定外労働時間の多い者への聞き取りの実施。 

・業務内容の見直し、業務内容の再振り分け等による、個々の業務負担軽減の実施。 

 

【 年次有給休暇取得促進の為の取り組み 】 

・勤務表作成前に年次有給休暇取得希望の調査を実施。 

 

【 職業体験の実施 】 

・可能な職種を検討、職業体験希望者の受入を実施。 


